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１ はじめに  

本調査研究は，１期３年間のサイクルで平成 12 年度から継続してきた。本年は第３期の３年目に

当たり，19年度の調査結果を中心に，９年間にわたる調査研究の結果をまとめ，最終報告とする。 

この間のパソコンや携帯電話の普及は目覚ましい。かつて，これらの情報機器は，扱いが難しい，

若しくは高価であるなど，簡単に利用することのできないものであった。しかし，より便利で多機能

な製品が次々と生み出され，多くの人が所有するにしたがって，その有用性だけでなく，危険性も指

摘されるようになってきた。 

また，大人だけでなく，子供たちも日常生活で利用する機会が格段に増えており，これまで，教育

の俎
そ

上に載ってこなかった様々な問題が生じている。そのため，学校において，情報機器をうまく活

用し，学習効果を高めるとともに，高度情報化社会の中で，児童生徒が安全に暮らしていけるように，

情報モラルやマナーを身に付けさせることが喫緊の課題とされている。このような状況を踏まえ，本

研究は，本県の小・中・高等学校における情報教育の現状を調査し，課題を明らかにすることで，今

後の情報教育の在り方を追究するものである。 

情報機器の普及，ブログなどをはじめとする利用形態の変容など，情報環境は様々に変化

しており，それらに対応した情報教育の在り方を確立していくことが求められている。児童

生徒がより高い「情報活用能力」を身に付け，安全かつ有効に情報と接することができるよ

うに，本県の現状を調査し，課題について考察した。児童生徒のインターネット利用率が８

割を超える中，学校現場では，児童生徒の実態を踏まえ，保護者と連携を図りながら，早急

に情報モラル教育を実践していく必要がある。 
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(校) 

２ 研究のねらい 

情報機器の普及，ブログなどをはじめとする利用形態の変容など，情報環境は様々に変化しており，

それらに対応した情報教育の在り方を確立していくことが求められている。児童生徒がより高い「情

報活用能力」を身に付け，安全かつ有効に情報と接することができるように，本県の現状を調査し，

課題を考察し，今後の情報教育の在り方を追究することで，情報教育の推進に寄与することをねらい

とした。 

 

３ 研究の概要 

⑴ 研究の経緯 

 ・第１期調査研究 平成 12～14年度 

 ・第２期調査研究 平成 15～17年度 

 ・第３期調査研究 平成 18～20年度 

   平成 18年度…予備調査 

   平成 19年度…本調査，中間報告 

   平成 20年度…研究のまとめ，最終報告 

⑵ 調査の概要 

 ア 調査方法  質問紙法，マークカードによる回答処理 

 イ 調査期間  平成 19年 12月 19日～20年 1月 28日 

 ウ 調査実施校 愛知県内 公立小中学校 各 20 校，県立高等学校 15校 

 エ 調査対象と調査数 

 

 

 

 

 

 

 

４ 調査結果と分析 

⑴ 児童生徒調査より 

児童生徒調査は，パソコンの利用状況と利用内容や興味，日常生活での各種情報機器の利用状況，

情報モラルにかかわる事例のとらえ方，の３つの観点で行った。設問数は，各期とも 30 問程度であ

るが，個々の設問内容については，情報機器やその利用形態の状況に合わせて改変してきたため，完

全には一致していない。本稿においては，この内，児童生徒の年齢，性別，経年変化における特徴が

顕著なものを中心に取り上げ報告する。 

 

児童生徒 
小学 

４年生 

小学 

５年生 

小学 

６年生 

中学 

１年生 

中学 

２年生 

中学 

３年生 

高校 

１年生 

高校 

２年生 

高校 

３年生 
合 計 

男子 598 569 581 710 709 663 588 718 571 5,707 

女子 621 581 560 663 651 676 562 486 445 5,245 

合計 1,219 1,150 1,141 1,373 1,360 1,339 1,150 1,204 1,016 10,952 

学 校 小学校 中学校 高等学校 合 計 

教員数 391 558 664 1,613 

学 校 小学校 中学校 高等学校 合 計 

学校数 20 20 15 55 

(人) 

(人) 
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【グラフ２：経年比較・校種別】 

あなたは，学校以外でパソコンをどれくらい使っていますか。 

【グラフ１：19年度・学年別】 

【グラフ３：経年比較・成長別】 

【グラフ４：「内閣府『消費者動向調査』の『パソコン普及率』３月調査結果」】 

家庭へのパソコン普及率と児童生徒の利用状況 

ア パソコンの利用状況と利用方法への興味 

(ｱ) 学校以外でのパソコンの利用 

平成 19 年度調査では，「月に２，３回以上使っている子」の割合は，小学４年生で 62.4％，高校

３年生で 80.2％である（グラフ１）。

「ほぼ毎日使っている子」の割合は，中

学 1 年生で 20％を超す。中高生の５人

に１人が毎日利用しているということに

なる。 

同設問を過去の調査と比較してみると

（グラフ２），「月に２，３回以上使っ

ている子」の割合は，平成13年度調査で

は，小学生36.5％，中学生42.4％，高校

生40.9％，平成16年度調査では，小学生

55.6％，中学生61.2％，高校生59.4％，

平成19年度調査では，小学生68.5％，中

学生76.7％，高校生80.5％であり，パソ

コンを使う子の割合が，年々増えてきて

いる。 

また，平成13年度の小学生は平成16年

度には中学生，平成19年度には高校生に

なっていることを踏まえ，同じ年度に生

まれた子のデータを成長別にグラフ化し

た（グラフ３）。「月に２，３回以上使

っている子」の割合が，平成13年度小学

生で36.5％，平成19年度高校生で80.5％

と，６年間で倍以上になっている。 

これを「内閣府『消費者動向調査』の

『パソコン普及率（単身世帯を除く一般

世帯）』３月調査結果のデータ」と照合

させてみる（グラフ４）。平成13年，16

年，19年を見ると，児童生徒のパソコン

利用状況とよく似た変化を示している。 

以上より，子供のパソコンの利用率は，

ここ数年の利用頻度の伸びが著しく，年

齢による違いよりも，家庭へのパソコン

普及率に影響されていると言える。 

このことから，早期にパソコンの適切

な使い方を指導するとともに，保護者へ

の啓発を図り，家庭でのパソコン利用の

ルールづくりを支援していく必要がある。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

ほぼ毎日

週に２・３回程度

月に２・３回程度

ほとんど使ったことがない

まったく使ったことがない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ13 小学生
Ｈ16 小学生
Ｈ19 小学生

Ｈ13 中学生
Ｈ16 中学生
Ｈ19 中学生

Ｈ13 高校生
Ｈ16 高校生
Ｈ19 高校生

ほぼ毎日

週に２・３回程度

月に２・３回程度

ほとんど使ったことがない

まったく使ったことがない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ13 小学生

Ｈ16 中学生

Ｈ19 高校生

ほぼ毎日

週に２・３回程度

月に２・３回程度

ほとんど使ったことがない

まったく使ったことがない

無答・誤答

25.2 
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64.6 68.3 
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パソコン普及率

月2,3回以上利用する児童生徒の割合（小中高合計）
（％） 
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あなたが学校以外でパソコンを一番よく使っているのは，どのようなことですか。 

【グラフ５：学年別】 

【グラフ８：校種・男女別】 

パソコンでホームページやブログを作ることに興味がありますか。 

【グラフ７：校種・男女別】 

パソコンで，メールやチャットなどで意見交換することに興味がありますか。 

パソコンでゲームをすることに興味がありますか。 

【グラフ６：校種・男女別】 

(ｲ) パソコンの利用内容と興味 

児童生徒は，どのようなことに

パソコンを一番よく使っているか

というと，ほとんどの年齢で，イ

ンターネットの閲覧の割合が多い

ことが分かった。ゲームの割合は， 

小学４年生では42.4％で，インタ

ーネットの閲覧と同等であるが，

年齢が上がるごとに割合は減尐し

ていく（グラフ５）。 

メールやチャットを主な利用目

的に挙げた児童生徒の割合は，全

体では，4.3％であるが，中学１

年生で，8.3％と最も割合が高い。高

校生になると急に割合が低くなるのは，

メールやチャットをする手段として，

パソコンよりも携帯電話を主として利

用するからであろうと推測できる。 

ホームページやブログの作成につい

ては，中学３年生と高校１，２年生の

割合が他よりやや高い。 

 これらへの興味を，校種・男女別に

分析したところ，次の項目には，男女

間に有意な差が見られた。 

メールやチャット，ホームページや

ブログに「興味がある・どちらかとい

うと興味がある」と答えた割合は，ど

の校種でも女子が上回る（グラフ６，

７）。とりわけ，中学生女子のメール

やチャット，高校生女子のホームペー

ジやブログへの興味が他より高い。 

ゲームに「興味がある・どちらかと

いうと興味がある」と答えた割合は，

小学生では男女差はあまりないが，中

高生では男子の方が高い（グラフ８）。 

 これらより，興味が高くなる年齢で，

ネット上での適切な言葉遣いやマナー，

健康への影響，ネット犯罪から身を守

る知識等について指導することが効果

的であると考える。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

インターネット

ゲーム

メール，チャット，掲示板

ホームページ，ブログの作成

学習ソフトの利用

絵や図を描く，写真を扱う

文章を作成

表やグラフの作成，計算

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生男子

小学生女子

中学生男子

中学生女子

高校生男子

高校生女子

興味がある

どちらかというと興味が

ある
どちらかというと興味が

ない
興味がない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生男子

小学生女子

中学生男子

中学生女子

高校生男子

高校生女子

興味がある

どちらかというと興味が

ある
どちらかというと興味が

ない
興味がない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生男子

小学生女子

中学生男子

中学生女子

高校生男子

高校生女子

興味がある

どちらかというと興味が

ある
どちらかというと興味が

ない
興味がない

無答・誤答
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電子メールをするとき，主にどの情報機器を使っていますか。 

【グラフ 10：学年別】 

友達と話したり連絡を取ったりするとき，主にどの情報機器を使っ

ていますか。 

【グラフ９：学年別】 

音楽を聴いたり録音したりするとき，主にどの情報機器を使って

いますか。 

【グラフ 11：学年別】 

イ 日常生活での各種情報機器の利用状況 

(ｱ) 児童生徒と情報機器  

平成19年度調査で，児童生徒の情報機器の利

用状況に関して，大変興味深い結果が得られた。 

友達と話したり，連絡を取ったりするときの

情報機器として，中学１年生を境に，携帯電話

と家庭用電話機の利用数の上下が入れ替わる。

中学生で，パソコンの利用率が尐し上がるが，

高校生になると減尐する。高校生全体では，連

絡に携帯電話を使う生徒の割合は 94％を超え

る。携帯電話を持つと同時に家庭用電話機やパ

ソコンを連絡には使わなくなるということであ

ろう（グラフ９）。  

 電子メールをするときに使う機器について，

携帯電話を主に使う児童生徒は，小学４年生で

22.6％であるが，高校１年生では，94.3％にな

る。小学４年生では，「電子メールをしていな

い」が68.0％いるが，高校生では１％以下であ

る。パソコンでのメールの割合は，中学１年生

で14.1％であるが，高校生で急に尐なくなる。

子供たちは携帯電話を手にすると同時に，メー

ル機能を利用すると言える（グラフ10）。 

 音楽を聴いたり，録音したりするときの機器

としては，中学３年生までは，ＣＤ・ＭＤ・カ

セットプレーヤーを利用する児童生徒が多い。

ところが，高校１年生では，携帯電話が１位と

なり，携帯デジタル音楽プレーヤーがそれに追

随する。高校生はいろいろな生活場面で携帯電

話の機能を利用していることが分かる(グラフ

11)。ただし，ニュースなどの情報を得る手段

としては，テレビを利用していると回答した児

童生徒が圧倒的に多いこと（80％以上）が，他

の設問において分かっている。 

 これらより，携帯電話の適切な利用法の指導

については，半数以上の生徒が利用するように

なる中学１年生で行うことが効果的ではないか

と考える。併せて，学校においては，持込みの

禁止を指導するだけでなく，児童生徒の所持・

利用状況について把握するとともに，児童生徒

や保護者にフィルタリングの必要性を周知する機会を設けることが必要である。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

つくっている

つくっていない

無答・誤答

パソコンや携帯電話を利用して，チャットや掲示板・ブログに参加

したことがありますか。 

【グラフ 13：学年別】 

自分のホームページやブログをつくっていますか。 

【グラフ 12：学年別】 

パソコンや携帯電話のショッピングサイトを利用して，買い物をし

たことがありますか。 

【グラフ 15：学年別】 

【グラフ 14：中高生・男女別】 

(ｲ) 交流サイトへの参加状況  

 実際に児童生徒が，どの程度インターネット

上の交流サイトを利用しているかというと，小

学４年生で，自分のホームページやブログをつ

くっているのは，３％程度であるが，徐々に割

合が増え，高校１年生では39％となる（グラフ

12）。 

チャットやブログ，掲示板への参加について

も，ホームページやブログの開設と同様の傾向

にある。割合としては，「つくっている」より

も「参加」の方が 20％ほど高く，中学３年生

を境に 50％を超える（グラフ 13）。 

これを中高生・男女別で見ると，いずれも女

子の割合が高く，中学生女子と男子の差は

17％あり，女子の方が興味のあるサイトへの参

加に抵抗が尐ない傾向が見られる（グラフ

14）。利用するサイトの安全性や危険性につい

て知識理解を深め，安易な参加による被害を回

避できるよう，学習の機会を充実する必要があ

る。その際，個人情報は載せないこと，悪意の

ある書込みはしないこと，インターネットで知

り合った人と直接会わないことなど，危険な実

例を挙げて具体的に指導することが大切である。 

 ショッピングサイトの利用に関しては，全体

的には，まだ，半数を超えていないが，高校３

年生の 45％，小学４年生の 14％に経験がある   

（グラフ 15）。保護者の許可を得て行ったも

のならよいが，詐欺被害に遭う事例も報告され

ていることから，子供だけでの利用は禁じたい。 

 今やパソコンや携帯電話から，簡単にインタ

ーネットにつなぐことができ，児童生徒が楽し

く面白そうなサイトに夢中になってしまうこと

も多いと聞く。家庭でのルールづくりが重要で

あると考える。「インターネットを見るときの

ルールや書き込むときのマナーについて，家の

人と話し合ったことがあるか」という設問では，

小学４年生から中学１年生までは，保護者と話

し合ったことが「ある」と答えた児童生徒の割

合が 30％程度，それより上の学年では割合が

さらに低い。話し合われていない家庭の方が多

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

ある

ない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

ある

ない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生男子

中学生女子

高校生男子

高校生女子

ある

ない

無答・誤答
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パソコンや携帯電話で，インターネットを見るときのルールや，書き込

むときのマナーについて，家の人と話し合ったことがありますか。 

【グラフ 16：学年別】 

【グラフ 18：経年比較・校種別】 

授業でのパソコン利用について 

【グラフ 17：校種別】 

いことが明らかである（グラフ 16）。 

 保護者が子供だったころ，インターネット

は普及しておらず，保護者自身，何をどう教

えてよいか分からないといった声も聞かれる。

また，子供の方が，情報機器の新しい機能や，

新しいサービスを早く使いこなし，大人の理

解が追い付かないといった側面も否定できな

い。教員自ら，情報入手に努めるとともに，

保護者会やＰＴＡ研修会などを利用して，適

切な資料を配布したり，安全な利用のためのル

ールを紹介したりして，啓発活動に努めたい。  

(2) 教員調査より  

教員調査は，授業でのパソコンの利用状況，

児童生徒の学習への指導状況，情報モラルにか

かわる事例の指導の３つの観点で行った。 

ア 授業でのパソコンの利用状況  

授業でのパソコン利用について，平成 19年

度調査では，「利用したことがある・計画中」

の先生は，小学校 85.4％，中学校 55.6％，高

等学校 39.1％である（グラフ 17）。利用して

いる割合を抜き出して，前回の調査と比較して

みたところ，どの校種でも割合は高くなってい

ることが分かった（グラフ 18）。 

 文部科学省は「教員のＩＣＴ活用指導力」と

して，「Ａ 教材研究・指導の準備・評価など

にＩＣＴを活用する能力」「Ｂ 授業中にＩＣ

Ｔを活用して指導する能力」「Ｃ 児童のＩＣ

Ｔ活用を指導する能力」「Ｄ 情報モラルなど

を指導する能力」「Ｅ 校務にＩＣＴを活用す

る能力」の５つの能力を挙げている。 

 文部科学省の調査「教員のＩＣＴ活用指導力

の状況」から，18，19 年度の「わりにできる」

と「ややできる」と回答した本県の教員の割合

を抜き出し比較した。どの項目でも向上が見ら

れた（グラフ 19）。しかし，実のところ，全

国の中での愛知県の順位は，５項目とも 40 位

以下と芳しくない。文部科学省の示している目

標に沿って，平成 23年３月時点で，５項目で，すべての教員が活用できるようになること（100％）

を目指したい。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

ある

ない

パソコンや携帯電

話を使っていない

無答・誤答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校

中学校

高等学校

パソコンを利用した授業を

したことがある（している）

パソコンを利用した授業を

計画中である

計画したことはあるが、実

践したことはない

考えたことがない

78.8%
85.4%

48.0%
55.6%

23.9%
39.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ16 小学校
Ｈ19 小学校

Ｈ16 中学校
Ｈ19 中学校

Ｈ16 高等学校
Ｈ19 高等学校

64.4%

45.1%

49.8%

55.7%

55.1%

67.9%

50.0%

52.2%

58.4%

61.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「わりにできる・ややできる」 ■18年度合計 ■19年度合計

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」 

「教員のＩＣＴ活用指導力の状況」（文部科学省）より 

【グラフ 19：愛知県の結果・平成 18・19年度比較】 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 
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児童生徒に授業でパソコンを一番よく利用させるのは，どのようなときですか。 

【グラフ 20：校種別】 

インターネットに関することを指導していますか。（指導している割合） 

【グラフ 22：校種別】 

次のような機器等を使った授業をしてみたいと思いますか。（そう思う・どちらかと

言えばそう思う割合） 

【グラフ 23：校種別】 

イ 児童生徒の学習への指導状況 

 実際にどのような学

習場面で，パソコンを

よく利用させているか

というと，どの校種で

も「調べ学習でウェブ

ページを閲覧させると

き」が一番多い。小学

校では「学習ソフトを

利用したドリル学習」，

中学校では「考えや学

習成果をプレゼンテーション（発表）

させるとき」，高等学校では「文章

の作成を学習させるとき」が，２番

目に多くなっており，校種により，

活用状況に特色がある。また，小学

校では，86.9％の教員が児童にパソ

コンを利用させていることが分かっ

た（グラフ 20）。 

 パソコンを利用する学習場面とし

ては，どの校種でも「情報収集や調

べ学習」について「学習させたい」

と答えた先生が最も多く，「情報モ

ラルやマナーの学習」が２番目，

「意見交換や情報交換」は 40％程

度で他と比べ尐ない（グラフ 21）。 

インターネットに関することを指

導しているかという設問では，「イ

ンターネットのマナー」は小中学校

で 55％を超え，高等学校で 27.3％

である。中学校での割合が高く，高

等学校では，かなり低いと言える

（グラフ 22）。 

 情報機器を使った学習では，「プ

ロジェクタを使った授業をしてみた

い」が最も多く，「電子黒板」が２

番目である（グラフ 23）。パソコ

ンやデジタルカメラ，教材提示装置

等と，うまく組み合わせて，プロジ

ェクタの利用場面を増やしたい。 

0 20 40 60 80 100 

小学校

中学校

高等学校

調べ学習でウェブページを閲覧させるとき

考えや学習成果をプレゼンテーション（発表）させるとき

意見交換などで電子メールのやりとりをさせるとき

文章の作成を学習させるとき

絵や写真、ビデオの作成や編集をさせるとき

模擬取引やグラフ等のシミュレーションを経験させるとき

学習ソフトを利用したドリル学習をさせるとき

（％）

0 20 40 60 80 100

インターネットのマナー

個人情報の保護

セキュリティー（安全）

著作権

小学校

中学校

高等学校

（％）

0 20 40 60 80 100

小学校

中学校

高等学校

（％）

プロジェクタを使った授業

電子黒板を使った授業

グループウェアを使った授業

テレビ会議システム（ウェブカ

メラ利用）を使った授業

0 20 40 60 80 100

小学校

中学校

高等学校

（％）

パソコンを利用して次のような学習をさせたいと思いますか。（そう思う・どちらか

と言えばそう思う割合） 

【グラフ 21：校種別】 

情報を収集し，分からな

いことを調べる学習  
 

情報モラルやマナーの

学習  
 

学習したことをまとめて

発表する学習  
 

アプリケーションソフトを

操作して行う学習  
 

意見交換や情報交換を

する学習  
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本屋にある雑誌の中身を携帯電話のカメラで撮ることについてどう思いますか。 

【グラフ 23：校種別】 

 ■ よいことだ            ■ どちらかというとよくないことだ 

 ■ どちらかというとよいことだ  ■ よくないことだ 

 ■ 分からないから指導しない 

【教員】              【児童生徒】 

【グラフ 25：調査対象・校種別】 

小学校 

 

中学校 

 

高等学校 

インターネットで知り合いになった人と会うことについてどう思いますか。 

【グラフ 23：校種別】 

 ■ よいことだ            ■ どちらかというとよくないことだ 

 ■ どちらかというとよいことだ  ■ よくないことだ 

 ■ 分からないから指導しない 

【教員】              【児童生徒】 

【グラフ 26：調査対象・校種別】 

小学校 

 

中学校 

 

高等学校 

 研修に対する希望については，ほとん

どの項目で小学校の教員の割合が高い。 

全体では，「マルチメディアを利用した

教材作成」や「いろいろな情報機器の使

用方法」の割合が高い。「データベース

ソフトの活用」は，中学校の先生の割合

が高い。文書作成ソフトやインターネッ

トに関しては，希望する割合はあまり高

くない。すでに活用できている教員が多

いのではないかと推測できる（グラフ

24）。今後の当センターでの研修の企画

の参考にしたい。 

(3) 児童生徒と教員の情報モラルにか

かわる事例についての意識の比較 

 本屋にある雑誌の中身をカメラで撮ることについて，児童生徒・教員共に「よくないこと」だと考

える者が多いが，児童生徒の中には

「よいことだ」ととらえている子が

10％程度いる。また，教員の中には，

「分からないから指導しない」と思

う人もいる（グラフ 25）。この事

例については，写真を撮るだけでは，

直ちに違法であるとは言えない。し

かし，本屋や出版社の利益を害する

ことになる点に問題がある。守るべ

きマナーの問題として指導すること

が望ましい。 

インターネットで知り合いになっ

た人と会うことについては，「よい

ことだ」は，さすがに尐ない。しか

し，中高生で，容認する生徒が増え

ている点が気懸かりである（グラフ

26）。 

なぜよくないかというと，もし，

18 歳未満の子供が出会い系サイト

を利用したのであれば，違法である。

他のサイトで知り合ったとしても，

悪意をもつ大人による連れ去りや暴

行事件などが起きていることを踏ま

えると，「安易に会うことはいけな

い」という指導が当然のこととなる。 

0 20 40 60 80 100

小学校

中学校

高等学校

（％）

0% 50% 100% 0% 50% 100%

0% 50% 100%0% 50% 100%

情報教育推進のために，次のような研修を受けたいと思いますか。 

【グラフ 24：校種別】 

マルチメディアを利用した教材作成  

いろいろな情報機器の使用方法  

表計算ソフトの活用  

データベースソフトの活用  

情報モラル，セキュリティー  

発表用ソフトの活用  

ウェブページの作成  

文書作成ソフトの活用  

インターネットの活用 



- 10 - 

 

自分が買ったＣＤをコピーして，友達に渡すことについてどう思いますか。 

【グラフ 23：校種別】 

 ■ よいことだ            ■ どちらかというとよくないことだ 

 ■ どちらかというとよいことだ  ■ よくないことだ 

 ■ 分からないから指導しない 

【教員】              【児童生徒】 

【グラフ 27：調査対象・校種別】 

小学校 

 

中学校 

 

高等学校 

自分が買ったＣＤをコピーして，友

達に渡すことについて，「よいことだ」

と回答した教員はいないが，高校生の

10％程度は「よいことだ」と回答して

いる。（グラフ 27）。これは，著作

権法で許されている「私的複製」の域

を超えており，違法である。ＣＤを買

った本人が，自分が聴くために録音す

る場合のみ許される。この他にも，イ

ンターネット上の情報を，コピー＆ペ

ーストし，自分の作品のように扱うな

どの問題も起きていると聞く。著作権

に関する正しい知識を教えることが大切である。 

(4) 学校調査より 

 学校調査では，「情報教育に関して，今学校で困っていることや知りたいこと」について，記述式

で回答していただいた。約半数の学校から，情報モラル・セキュリティの指導の必要性に関する問題

が寄せられた。その内，代表的なものを記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 調査のまとめ 

 調査研究の結果より，情報教育の推進に向けて，次の点を重視して，指導していく必要があると考

える。 

ア 児童生徒の情報活用力向上に向けて 

・基本的なパソコン操作技術の指導 

 （文書作成，表計算，発表，インターネット検索，など） 

・知り得た情報の真偽・良否を判断する力の育成 

・コミュニティサイトやメールを利用するときの書込みマナーの指導 

・情報機器の使用と健康への影響を指導 

（使用時間や時刻への注意，体力・視力などへの影響，ゲームやコミュニティサイトへの依存回

避，など） 

・携帯電話の所持，利用に関するルールやマナーの指導 

・個人情報の保護，著作権，肖像権についての知識・理解 

0% 50% 100%0% 50% 100%

・情報モラル・セキュリティに関する専門的な知識がないため，指導できていない。（小） 

・高学年で、メールのやり取りでのトラブルについて相談してくる児童が何人かいる。（小） 

・携帯電話の利用について，家庭での注意や約束事があるか知りたい。また，フィルタリング

の利用の有無についても調べたい。（中） 

・学校裏サイトと呼ばれるものの実態について知りたい。（高） 

・情報モラル教育の共通カリキュラムがあるとよい。（小・中） 

・ネットによる嫌がらせ，いじめがあった。匿名の誹謗
ひ ぼ う

中傷に対処できない。（中・高）  

・携帯でのメールなどのトラブルが多発している。（中・高）  

・指導の実践例について知りたい。効果などについて情報交換をしたい。（小・中・高） 
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イ 教員の情報活用力・指導力の向上に向けて 

・授業での情報機器の効果的な活用 

（パソコン，プロジェクタ，デジタルカメラ，電子ボードなどの機器の使用方法の理解） 

・学習内容の理解を深めるための情報の利用場面や提示方法の工夫 

 （ＩＣＴ活用授業例や実践例を参照） 

・児童生徒の情報機器活用の指導 

（情報機器の基本的な操作方法や情報へのかかわり方） 

・情報モラル・マナーの指導 

（児童生徒の実態把握，指導事例の入手，教材の入手・開発） 

・校務での積極的な利用 

（文書作成，成績処理，児童生徒個人データ処理，グループウェアの活用，インターネットの活

用など） 

・セキュリティポリシーの遵守 

ウ 学校の情報教育の推進に向けて 

・情報モラル教育を含めた情報教育カリキュラムの作成 

・保護者との情報共有と連携 

（家庭でのパソコン・携帯電話の利用ルールづくり支援，被害事例紹介，家庭での実態把握，情

報交換・協力依頼） 

・児童生徒や保護者からの相談に対する組織的対応策の検討 

 （ネットいじめや悪意のある書込みへの対処，児童生徒への指導，保護者への連絡など） 

・教員の力量向上を目指した情報教育に関する研修会や学習会の開催・参加 

・児童生徒や保護者を対象とした情報モラル講演会や研修会の開催 

・警察，専門家との連携 

 

５ 情報モラル教育の推進について  

上記の課題を受け，「情報モラル教育の推進」について特に取り上げ，研究を行った。 

(1) インターネットの利用の問題点と安全利用教育 

平成 19 年度に行った調査から，特に女子のブログやチャット，メールなどコミュニケーションの

ためのインターネット利用に顕著な特徴が見られた。近年，出会い系サイトに関係した事件やインタ

ーネット上の掲示板サイトなどでの誹謗
ひ ぼ う

中傷等によるいじめなどが問題となっている。そこで，携帯

電話を含むインターネット利用の問題点と安全利用教育に必要なことについて研究した。 

ア インターネット利用状況 

平成 19 年末の総務省による「通信利用動向調査」の結果によれば，子供たちのインターネット利

用率は６歳から 12歳が 68.7％，13歳から 19歳が 94.7％であった（グラフ 28）。 

また，携帯電話の利用率は 13 歳から 19 歳で急激に増加し，85.4％になる。20 歳代でパソコンの

利用率と逆転し，以降各世代とも携帯電話の利用率がパソコンを上回る結果となった（グラフ 29）。 

さらに，同調査から 13歳から 19歳の子供たちで，毎日インターネットを利用している子の割合は，

パソコンによるものが 38.3％，携帯電話によるものが 61.3％であることが分かった。 

これらより，携帯電話によるインターネットで，子供たちが閲覧したり参加したりしているサイト

はどのようなものであるか，教師や保護者が，特に注視していくことが重要であると考える。 
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イ インターネット利用の問題点 

 パソコンや携帯電話によるインターネット利

用の増加に伴い，様々な問題が生じている。 

 文部科学省の「児童生徒の問題行動等生徒指

導上の諸問題に関する調査」（平成 19 年度）

によれば，「パソコンや携帯電話等で誹謗
ひ ぼ う

中傷

や嫌なことをされる」が，平成 18 年度と比較

して平成 19 年度は全体で 1,016 件増加してい

る（グラフ 30）。その内，約 93％が中学校に

おける増加であることは，問題とすべきである。 

また，同省の「青尐年が利用する学校非公式

サイトに関する調査」では平成 20 年３月の時

点で 38,260 件の学校非公式サイト（いわゆる

学校裏サイト）が確認され，その多くが匿名掲示板

などのスレッド型（テーマごとの書込み式）であっ

た。さらに，調査地域を限定して行った書込み内容

に関する調査では，これらのサイトの多くで誹謗
ひ ぼ う

中

傷や暴力表現，卑猥
わい

な言葉が書き込まれていたり，

個人を特定できたりするような表記が見られた（資

料Ａ）。 

最近では，掲示板や個人・グループで運営するホ

ームページ以外にも，携帯電話のＳＮＳ（Social 

Networking Service）サイトでの自己紹介欄（いわ

ゆるプロフ）で，学校やクラス，部活動についての

内容を記述したものが見られる。 

携帯電話のサイトでは，パソコンからの接続を拒否したり，接続時に携帯電話の製造番号の送信を

要求したりすることができることから，特に携帯電話サイトのプロフについて，だれでも閲覧できる

パソコンの掲示板と比較して，公開性が低いと子供たちが錯覚しているところがある。そこでは，限

６歳以上 
全体 ６～12歳 13～19歳 20～29歳 
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携帯電話 パソコン（％）

【グラフ 28：インターネットの利用率（抜粋）】 

総務省「通信利用動向調査」（平成 19年末） 

【グラフ 29：携帯電話及びパソコンの利用率（抜粋）】 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査」（平成 19年度） 
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【グラフ 30：パソコンや携帯電話等で、誹謗
ひ ぼ う

中傷や嫌なことをされる】 

【資料Ａ：愛知県総合教育センター編集】 

 

97：○○さん 

  そろそろ成敗する!? 

 

99：○○ 

  死ネット 

100：○○さん 

  最近しゃしゃり出てきてうざいんだけど（笑） 

  ってかあいつの水泳帽ごみ箱に入れられて 

  誰も気づかないで消えてったしマジうウケる～ 

101：○ 

  あいつ最低だよな 

 

 

119：○○さん 

  先週ついに彼がやめてしまいましたね。 

ある匿名掲示板からの抜粋（名前伏字） 
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られた地域や，気の置けない仲間が閲覧することを前提にした利用をしてしまうことがある。 

資料Ｂのように，プロフのクラスのページで生徒の氏名を記載し，そこからそれぞれの生徒のプロ

フへリンクしたり，「アルバム」欄へ気軽に自分たちの写真を掲載したりしているものもある。プロ

フはその名のとおり自己紹介（プロフィール）から始まる。ここでは，子供たちが自分の居住地や学

校名，趣味や普段の行動，日記や写真，時には氏名まで記載していることがある。また，たとえ本人

がハンドルネーム（ペンネーム）を使ったり，学校名を伏せたりしていても，友人のページにリンク

することで，友人のページの情報から，互いに情報を補い合って個人が推測できてしまうことがある。 

 部外者の接触を拒否するためにパスワードを設定したものもあるが，利用する仲間が複数になれば

パスワードの管理も難しく，やがて無責任な書込みが行われるようになり，教師や保護者などの大人

の目の届かないところで，ネット上のいじめなどの問題が生じる可能性を秘めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 有害サイト 

 資料Ｃは，「出会い系サイ

トに関係した事件の被害者の

年齢・性別」である。 

平成 15 年に「インターネ

ット異性紹介事業を利用して

児童を誘引する行為の規制等

に関する法律」（いわゆる

「出会い系サイト規制法」）

が制定されたこともあり，出

会い系サイトに関係した事件

の被害者数は年々減尐傾向に

ある。しかし，被害者の

90％以上が女性であり，18

歳未満の児童が 80％以上を

占めており，依然として子供

たちの被害は多い。ところが，

逆に「誘引」で検挙された児

童が，平成 19，20 年度と急

増している（資料Ｄ）。 

【資料Ｂ：愛知県総合教育センター編集】 

■HOME 

main 

 

（画像） 

 

一年三組 

BBS 

アルバム 

みんなの日記 

 

（画像） 

 

クラスのページとして利用されているプロフから抜粋（名前伏字） 

１ねん☆３くみ 

 

（画像） 

 

WeLcOmE 

 

クラス一緒になれて 

ほんとによかった 

 

説明書 

main 

SaBu 

一年三組 

 

★Member★ 

青○俊○ 

○山○衣 

桜○恵○ 

・ 

・ 

・ 

・ 

警察庁「平成 20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について」 

【資料Ｄ：出会い系サイト規制法違反の状況】 

 

※「児童」とは，18歳未満の者をいう。 ※（ ）は，「被害者数」に対する割合。 

【資料Ｃ：被害者の年齢・性別】 

【資料Ｅ：被害者の出会い系サイトへのアクセス手段】 
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「被害者の出会い系サイトへのアクセス手段」（資料Ｅ）を見ると，児童の 98.6％が携帯電話を

利用していることが分かる。 

また，出会い系サイト以外にもインターネット上には有害なサイトが多数存在する。暴力的なもの，

違法な内容，性に関するもの，グロテスクな画像，自殺サークルのような命にかかわる内容のものな

どもある。子供たちの健全な育成を図るため，これらのサイトへの特に携帯電話によるアクセス制限

と情報モラル教育の充実の必要がある。 

エ アクセス制限 

 子供たちの有害サイトへのアクセスを制限するた

めに，パソコンや携帯電話でのフィルタリングサー

ビスの利用が呼び掛けられている。平成 21 年４月

１日からは「青尐年が安全に安心してインターネッ

トを利用できる環境の整備等に関する法律」（いわ

ゆる青尐年ネット規制法）が施行されることとなり，

それに伴って携帯電話各社は，平成 21 年 1 月下旬

より保護者から「フィルタリング不要」の申出がな

ければ，順次，未成年者の携帯電話利用に対しフィ

ルタリングサービスを開始することとなった。 

 しかし平成 19 年末現在，18 歳未満の子供たちの

携帯電話でのフィルタリングサービス利用率は 21.6％にとどまって

おり（グラフ 31），保護者から「フィルタリング不要」の申出がど

の程度出るかがアクセス制限の実効性の鍵を握る。 

 ところで，フィルタリングによってアクセスが制限されるカテゴリ

ーがある。例えば子供たちの所属するスポーツの団体などが運営する

サイトであっても，アクセス制限のかかるサイトに利用されている場

合は，フィルタリングの対象となってしまう。そこで健全なサイトを

アクセス制限から除外するために，「有限責任中間法人モバイルコン

テンツ審査・運用監視機構（EMA）２」（いわゆる第三者機関）が設

置された。ここでサイトが健全化対策を十分にとっていることが認定

されると，アクセス制限から除外されることになる。しかし，実際に

は認定されたサイトであっても問題のある記述を多く見掛ける（資料

Ｆ）。フィルタリングサービスを利用しても，インターネットが安全

に利用できることになるわけではない。 

オ インターネットの安全利用教育のために 

子供たちは，インターネットの匿名性を意識してインターネットを利用している。確かに，掲示板

やプロフなどは表示上ハンドルネームなどを利用して書き込んでいるため，一見だれが書込みをして

いるかが分からないように感じてしまう。しかし，ネットワークでコンピュータを利用している以上，

「いつ」，「どこのコンピュータから書き込まれたか」といった記録（ログ）は必ず残っている。実

際に掲示板に書き込まれた殺人予告は，すぐに警察に捜査され，書き込んだ者が逮捕されている。 

まず，第一に子供たちには，「インターネットに匿名性はない」ことを実例を挙げて強く指導する

ことで，むやみに掲示板などに他人への誹謗
ひ ぼ う

中傷などを書き込むことを減らすことができる。その上

  【資料Ｆ：愛知県総合 

  教育センター編集】 
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○○（ハンドルネーム） 

（画像）そろそろ家出し
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うざい。 

頭痛い。 

誰か泊めてー!!← 

 

（画像） 

 

コメント一覧 

○○○ 来る？（笑） 

認定サイトのプロフより抜粋 
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携帯 パソコン

％

平成18年末

平成19年末

「18歳未満の子供の使用するパソコン又は携帯電話での

フィルタリングソフト・サービスの利用状況」  

【グラフ 31：総務省「通信利用動向調査」（平成 18・19年末）】 
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で，インターネット利用上の危険回避の方法を教える必要がある。 

 しかし，子供たちのインターネットの安全利用について適切な指導をするためには，私たち大人が

子供たちのインターネット利用の現状を正確に把握することが必要である。そのためには，日ごろか

ら子供たちの言動にアンテナを向けておくことが大切である。学校裏サイトやプロフなど，インター

ネット上で問題が発生していないかを確認するためには，子供たちが普段の会話の中で使っている言

葉などを検索キーワードとしてインターネットを検索する必要があるからである。 

 インターネット上に提供される情報は，日々更新されている。子供たちの興味関心をひきつけるサ

イトが多数存在し，子供たち自身も大人に発見されることを好まないようなサイトを作成することが

ある。大事に至る前に発見し，適切に対処したい。 

 

６ おわりに 

文部科学省は平成 20年 11 月に学校・教員向けに，「ネット上のいじめ」に対応するための基本的

な知識や方法，事例をまとめ，「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集」を作成し

た。このマニュアルを基に私たち教師は，ネット上でのトラブルから，子供たちをどのように守って

いくかを考えなくてはならない。問題が起きたときに，全校体制で落ち着いて対処できるように，マ

ニュアルに記載されている内容に関して共通理解を図っておきたい。また，校種を超えた学校間の情

報交換や，地域・家庭との連携，警察等関係機関との連携を図ることも必要である。 

新学習指導要領には，各校種共に情報モラル教育の重要性が織り込まれている。児童生徒の発達段

階や生活実態に応じた情報モラル教育を進める上で，専門的知識が必要なこともあるが，大切なこと

は，人間としての優しさや，他者への心配りなど基本的なモラル意識の涵
かん

養である。情報機器や情報

の安全な利用や危険回避の方法を教えることだけでなく，幸せに暮らすためのモラルやマナーといっ

た観点で指導していくことが重要である。 

したがって，すべての教師が授業や学校行事などの様々な機会をとらえ，子供たちにかかわる中で，

情報モラル教育に積極的に取り組むことが大切であると考える。県下，全学校，全教員が，情報モラ

ル教育を含めた情報教育の推進に向けて，力量の向上を図り，意欲的に指導に当たることを願って，

本研究のまとめとする。 


